
相談先 Ｐ１

お子さんを育てていて「ちょっと心配」、「育てにくいな」、「どう関わったらいいのか

しら」等心配に思われることもあることと思います。特別な支援の必要なお子さんは、

早く気づき、適切な支援を行なうことが大切です。

まずは、下記の機関にご相談ください。

☆ さいたま市教育委員会 特別支援教育相談センター

〒331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７

ＴＥＬ 048－623－5879

☆ さいたま市教育委員会 特別支援教育相談窓口

〒338-0002 さいたま市中央区下落合６－１０－３

ＴＥＬ 048－857－6806

☆ さいたま市総合療育センターひまわり学園

〒331-0052 さいたま市西区三橋６－１５８７

相談･支援係 ＴＥＬ 048－622－1218

☆ さいたま市療育センターさくら草

〒338-0837 さいたま市桜区田島２－１６－２

管理・相談係 ＴＥＬ 048－710－5811

☆ さいたま市児童相談所（中央区役所別館１階）

〒338-0002 さいたま市中央区下落合５－６－１１

ＴＥＬ 048－840－6107

困 っ た 時 の 相 談 先

子どもたちの健やかな成長を願って、お子さんの発達や障害、学校（園）生

活に関する悩みごと・心配ごとについて、さいたま市内在住（通学）の幼児・

児童・生徒及びその保護者を対象とした相談を行います。

特に、特別な教育的支援が必要なお子さんの適切な就学について、専門的な

立場から相談を行います。

また、子どもたちの学校（集団）への適応力を高めるため、「特別支援ネッ

トワーク連携協議会」による学校（園）への支援を行っています。

１８歳未満のお子さんの療育、しつけ、発達の遅れ、非行などあらゆる問題

について、家族等からの相談に応じ、児童福祉の専門家が相談に応じます。

また、必要に応じて医学・心理学などによる判定を行い、これらに基づいた

助言指導、施設入所の手続き等を行っています。

成長や発達に心配のあるお子さんや、落ち着きがない、お友達に関心がない

など行動が気になるお子さんについて、小児科医や心理士、言語聴覚士などが

相談を行い、専門的な判断のもとに、その子どもの状況に応じた診断・療育を

総合的に行います。

また、福祉の増進を図ることを目的として、家族への支援及び保育園・幼稚

園等も含めた地域への支援を行っています。



相談先 Ｐ２

☆ 子どもの精神保健相談室（さいたま市こころの健康センター）

〒338-0003 さいたま市中央区本町東４－４－３

火・金曜日 ＴＥＬ 048－851－5600

☆ さいたま市障害者総合支援センター

〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷７－５－７

ＴＥＬ 048－859－7255

☆ さいたま市障害者更生相談センター（大宮区役所４階）

〒330-8501 さいたま市大宮区大門町３－１

ＴＥＬ 048－646－3128

☆ 各区支援課障害福祉係・保健センター

区役所 支援課 保健センター 区役所 支援課 保健センター

西 区 620-2662 620-2700 桜 区 856-6172 856-6200

北 区 669-6062 669-6100 浦和区 829-6143 824-3971

大宮区 646-3062 646-3100 南 区 844-7172 844-7200

見沼区 681-6062 681-6100 緑 区 712-1172 712-1200

中央区 840-6062 853-5251 岩槻区 790-0163 798-2211

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４

さいたま市役所保健福祉局福祉部障害福祉課（さいたま市役所 2 階）

ＴＥＬ 048-829-1305 ／ ＦＡＸ 048-829-1981

e-mail：shogai-fukushi＠city.saitama.lg.jp

さいたま市教育委員会学校教育部指導２課（さいたま市役所９階）

ＴＥＬ 048-829-1667 ／ ＦＡＸ 048-829-1972

e-mail：kyoiku－shido2＠city.saitama.lg.jp

さいたま市内在住の小学校高学年から中学生の児童・生徒及びその家族、関

係者などを対象に、こころの病気や悩みに関するさまざまな相談を行います。

特に、発達障害児への支援としては、一次障害とは区別される不安や抑うつ、

過度の興奮などの精神症状（二次障害）が出現した場合の．医療的な支援の可

能性について相談を行います。最善の支援を考えるために、必要に応じて学校

等他の機関と協働します。

障害者が地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、事業所、障

害者施設、特別支援学校、各区の障害者生活支援センター等の関係機関と連携

しながら、障害者の就労支援、生活支援、授産施設に対する支援、社会参加支

援などの各種支援を総合的に展開します。

主に１８歳以上の身体障害者及び知的障害者を対象に、本人や家族などから

の相談に応じ、必要に応じて医学的･心理学的判定や職能判定、補装具の適合判

定などを行い、これらに基づいた助言指導を行っています。また、身体障害者

手帳、療育手帳の交付申請に対する認定を行っています。


